


白紙



目 次

はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（参考）取り組むことのできる活動のイメージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅰ 対象施設、対象活動について
１ 対象施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２ 対象活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅱ 施設の長寿命化のための活動の手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅲ 計画の作成
１ 規約の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２ 活動計画の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３ 協定の締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４ 採択申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅳ 活動の実施

１ 交付金の申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２ 施設の補修・更新等の実施
２－１ 自主施工の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２－２ 外部発注する場

合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３ 活動の記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅴ 活動の報告
１ 遂行状況報告書の取りまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２ 実績報告書の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

支援体制
○ 支援体制・役割分担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（参考）農地周りの水路、農道等の長寿命化のための活動の解説 ・・・・・

（参考）様式
集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○ 連絡先窓
口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ２

Ｐ３

Ｐ４
Ｐ４

Ｐ６

Ｐ８
Ｐ９
Ｐ１３
Ｐ１４

Ｐ１６

Ｐ１７
Ｐ２０
Ｐ２２

Ｐ２５
Ｐ２５

Ｐ２７

Ｐ２８

Ｐ５４

Ｐ８３

11



はじめに

農地・農業用水等の資源は、過疎化・高齢化等の進行に伴う集落機能の低
下により適切な保全管理が困難となってきており、個々の農家では対応困難な
それらの保全管理について地域共同の取組を進めていく必要があります。

これまで農林水産省では、農地・水・環境保全向上対策や中山間地域等直
接支払制度の実施により、地域ぐるみで農地・農業用水等の資源の保全管理を
行う取組を支援してきましたが、農業用用排水路等の老朽化が進む中、更に、
地域においてこれらの施設の長寿命化のための補修等を効率的に行う仕組み
の構築が必要となっています。

このため、地域共同による農地・農業用水等の日常の保全管理活動への支
援（共同活動支援）に加え、老朽化が進む農業用用排水路などの長寿命化の
ための補修等の取組を行う集落に対し追加的に支援（向上活動支援）を行う「農
地・水保全管理支払交付金」を平成２３年度から開始することとしました。

この手引きは、農地・水・環境保全向上対策の共同活動支援に取り組む活動
組織及び中山間地域等直接支払制度の集落協定を締結している集落の方々
が施設の長寿命化のための活動（向上活動）に取り組んでいただくために、計
画の作成方法や活動の実施、活動の報告など一連の流れに沿って具体的な進
め方を解説したものです。

■水路側壁の倒壊 ■農道路肩の崩壊 ■ ため池堤体の洗掘

農地周りの農業用施設の老朽化の状況

■農道法面の崩壊■水路の老朽化による沈下 ■ 老朽化により土砂が堆積
した洪水吐
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素掘り水路からｺﾝｸﾘｰﾄ

水路への更新

水路の老朽化部分
の補修

水 路

畦畔・農用地法面

の草刈り

遊休農地発生
状況等の把握

暗渠排水の補修 給水栓の更新

農 地

かんがい期前の清掃

ため池の草刈り

漏水箇所の補修

ため池

砂利の補充

農道沿いの草刈り

農道をｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

へ更新

農 道

水路の草刈り

水質保全活動
（濁水流出防止）

景観形成活動
（農道脇への花の植栽）

生態系保全活動

水路の泥上げ

ゲート、バルブ

等の補修

農道路肩、農道法面
の補修

農村環境の向上のための活動

凡例

農用地

開水路

パイプライン

農道

ため池

共同活動

向上活動

500m

（参考）取り組むことのできる活動のイメージ

地下水かん養 資源循環

○ これまで「農地・水・環境保全向上対策」により、下の図の （黄色の枠）で囲ん

でいるような、農地・農業用水等の資源の日常的な保全管理のための活動に取り組むこと

が可能でした。

○ 更に追加的な支援を受け、下の図の （赤色の枠）で囲んでいるような、地域共同

による農地周りの農業用用排水路、農道等の長寿命化のための活動に取り組むことができ

るようになります。
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※ 農地に係る施設は、集落内での合意に基づき実施可能です。



対象施設、対象活動についてⅠ

■対象施設、対象活動

１．対象施設

集落（活動組織）が管理する農地周りの水路（開水路、パイプライン）に加え、
活動計画に位置付けた、集落（活動組織）が管理する農道、ため池と農地に係
る施設を対象施設とします。
（活動計画については9～12ページをご覧ください。）

土地改良区や市町村が管理する水路や農道等については集落（活動組織）
が向上活動支援交付金を活用してこれら施設の長寿命化のための補修、更新
等を行うことについて施設の管理者との間で合意することにより対象とすること
ができます。
（施設の管理者との合意については、13ページの「協定の締結」をご覧くださ

い。）

水路、農道、ため池やその付帯施設、農地に係る施設の補修又は更新等に
ついては、対象施設、対象活動に関する指針に記載された活動項目を対象活動
とします。
（対象施設、対象活動に関する指針を5ページに示します。）

２．対象活動

活動の実施について

対象活動については、「自主施工」の他に「外部発注」も可能です。
（自主施工については17～19ページ、外部発注については20～21ページをご
覧ください。）
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補修 更新等

（水路本体） （水路本体）

□ 水路の破損部分の補修

□ 水路の老朽化部分の補修

□ 水路側壁の嵩上げ
□ 水路の更新（一路線全体）

□ U字フリューム等既設水路の再布設 □ 開水路からパイプラインへの更新

□ 客土

（付帯施設） （付帯施設）
□ 集水枡、分水枡の補修 □ ゲート、ポンプの更新

□ ゲート、ポンプの補修 □ 安全施設の設置

□ 安全施設の補修 □ 制水弁・空気弁等の更新

□ 取水施設の補修

（農道本体） （農道本体）

□ 農道路肩、農道法面の補修

□ 舗装の打換え(一部）

□ 簡易橋梁の補修
□ 簡易橋梁の更新

（付帯施設） （付帯施設）

□ 農道側溝の補修
□ 側溝蓋の設置

□ 土側溝をコンクリート側溝に更新

（ため池本体） （ため池本体）

□ 洗掘箇所の補修 □ ため池の更新

□ 漏水箇所の補修

□ ため池の浚渫

（付帯施設） （付帯施設）
□ 取水施設の補修 □ ゲート、バルブの更新

□ 洪水吐の補修 □ 安全施設の設置

□ 安全施設の補修

□ 進入路等の更新

□ 暗渠排水、排水口の補修 □ 給水施設（栓）の設置
□ 給水施設（栓）の補修
□ 進入路等の補修

□ 法面中途に草刈り用の小段設置

農道

ため池

対象施設
対象活動

□ 素堀り水路からコンクリート水路への
更新

集落が管理
する施設

水路
(開水路）
（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）

□ 未舗装農道を舗装（砂利、
コンクリート、アスファルト）

農地に係る施設

（参考）対象施設、対象活動に関する島根県の指針

■対象施設、対象活動

： 集落が管理する施設（水路、農道、ため池）及びそれらの施設を対象とする活動

： 島根県が追加する農地に係る施設及びそれらの施設を対象とする活動

： 島根県が追加する施設及びそれらの施設を対象とする活動赤字

（凡例）
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□ 制水弁・空気弁等の補修

□ 牧柵の補修

「更新等」は財産管理台帳の作成が必要です。（Ｐ２３,Ｐ７６参照）



■対象施設、対象活動

5+15+1

対象施設、対象活動の項目の説明

【水路（開水路、パイプライン）に関する対象活動】

（１）水路本体

ア．補修

□水路の破損部分の補修

・ひび割れや部分的な欠損、側壁の倒壊など、水路の一部区間が破損している場合、破損状況に

応じた工法による補修等の対策を行うこと。

□ 水路の老朽化部分の補修

・目地の劣化やコンクリート表面の磨耗、ひび割れ、はく離など、水路の一部区間が老朽化して

いる場合、老朽化の状況に応じた工法による補修等の対策を行うこと。

□水路側壁の嵩上げ

・水路敷きの不同沈下により溢水するといった通水機能に支障が生じている場合、水路側壁を嵩

上げすることによる対策を行うこと。

□Ｕ字フリューム等既設水路の再布設

・水路敷きの不同沈下により溢水や漏水、あるいは、土砂の堆積など、通水機能に支障が生じて

いる場合、Ｕ字フリューム等既設水路の再布設による対策を行うこと。

イ．更新等

□素堀り水路からコンクリート水路への更新

・水路法面の崩壊や土砂の堆積等による通水機能の喪失や、清掃や泥上げなどの日常管理が困難

な場合、コンクリート製の水路に更新するなどの対策を行うこと。

□水路の更新（一路線全体）

・老朽化や不同沈下等による通水機能への支障が路線全体を通じて生じている場合、水路の路線

全体の更新による対策を行うこと。

□開水路からパイプラインへの更新

・開水路がひび割れや部分的な欠損、側壁の倒壊などにより通水機能が喪失している場合、自然

流下方式のパイプラインに更新する対策を行うこと。

（２）付帯施設

ア．補修

□集水枡、分水枡の補修

・集水枡、分水枡の破損箇所や老朽化した箇所の補修等の対策を行うこと。

□ゲート、ポンプの補修

・ゲート、ポンプの破損や老朽化した箇所の補修等の対策を行うこと。

□安全施設の補修

・水路内への侵入や転落を防止するフェンスなど安全施設の破損箇所や老朽化した箇所の補修等

の対策を行うこと。

□取水施設の補修

・摩耗やひび割れ、部分的な欠損など、取水施設の一部箇所が破損して機能が低下している場合、

補修等の対策を行うこと。

□制水弁・空気弁等の補修

・制水弁・空気弁等が老朽化して機能が低下している場合、補修等の対策を行うこと。

イ．更新等

□ゲート、ポンプの更新

・老朽化等により機能に支障が生じているゲート、ポンプの更新等の対策を行うこと。

□安全施設の設置

・水路内への転落防止や危険区域内への立入り防止等のために、新たに安全施設を設置すること

による対策を行うこと。



■対象施設、対象活動

5+25+2

□制水弁・空気弁等の更新

・老朽化等により機能に支障が生じている制水弁・空気弁等について、更新等の対策を行うこと。

【農道に関する対象活動】

（１）農道本体

ア．補修

□農道路肩、農道法面の補修

・農道路肩、農道法面に侵食や土砂の崩壊などが生じている場合、当該箇所の状況に応じた工法

による補修等の対策を行うこと。

□舗装の打換え(一部）

・老朽化等により農道の舗装路面の凹凸、輪だち、ひび割れ等がみられた場合、その一部を撤去

するなどした後、新たに舗装するなどの対策を行うこと。

□簡易橋梁の補修

・電柱等を利用した簡易橋梁に老朽化が生じている場合、当該箇所の状況に応じた工法により補

修等の対策を行うこと。

イ．更新等

□未舗装農道を舗装(砂利、コンクリート、アスファルト)

・未舗装農道において、農道の維持管理等に支障が生じている場合、新たに路面を舗装すること

による対策を行うこと。

□簡易橋梁の更新

・電柱等を利用した簡易橋梁が老朽化した場合、コンクリート床版等を用い更新することにより

対策を行うこと。

（２）付帯施設

ア．補修

□農道側溝の補修

・ひび割れや部分的な欠損、側壁の倒壊といった破損や目地の劣化、コンクリート表面の磨耗、

ひび割れ、はく離等といった老朽化が生じている場合、当該箇所の状況に応じた工法による補修

等の対策を行うこと。

イ．更新等

□側溝蓋の設置

・農道において、側溝に蓋がないために車輌通行時に脱輪したり、農業機械の移動や作業等に

伴って側溝を傷付けるなどの恐れがある場合、当該箇所に新たな蓋を設置することにより対策を

行うこと。

□土側溝をコンクリート側溝に更新

・土側溝において、側溝法面の崩壊や土砂の堆積等による通水機能の喪失や、清掃や泥上げなど

の日常管理が困難な場合、コンクリート製の側溝に更新するなどの対策を行うこと。

【ため池に関する対象活動】

（１）ため池本体

ア．補修

□洗掘箇所の補修

・ため池において、堤体が洗掘されている場合、土のうを積んで補修する等の対策を行うこと。

□漏水箇所の補修

・ため池において、老朽化等による堤体からの漏水等がみられた場合、遮水シートを設置する等

の対策を行うこと。



■対象施設、対象活動

5+35+3

□ため池の浚渫

・ため池内に堆積している堆積土を浚渫する対策を行うこと。

イ．更新等

□ため池の更新

・老朽化して漏水しているため池について、堤体盛土等を再築し更新する対策を行うこと。

（２）付帯施設

ア．補修

□取水施設の補修

・ため池の竪樋、底樋、斜樋などの取水施設の破損や老朽化した箇所の補修等の対策を行うこと。

□洪水吐の補修

・ため池の洪水吐の破損や老朽化した箇所の補修等の対策を行うこと。

□安全施設の補修

・転落防止や危険区域内への立入り防止等のために設置されている安全施設の破損や老朽化した

箇所の補修等の対策を行うこと。

イ．更新等

□ゲート・バルブの更新

・老朽化等により機能に支障が生じているため池のゲート、バルブの更新等の対策を行うこと。

□安全施設の設置

・ため池への転落防止や危険区域内への立入り防止等のために、新たに安全施設を設置すること

による対策を行うこと。

【農地に関する対象活動】

（１）農地本体

ア．補修

□暗渠排水、排水口の補修

・破損や閉塞し機能が低下している暗渠排水及び沈下や老朽化している排水口の補修等の対策を

行うこと。

□給水施設（栓）の補修

・沈下や老朽化し機能が低下している給水施設（栓）の補修等の対策を行うこと。

□進入路等の補修

・路面に凹凸があったり、路肩が沈下している進入路等の補修等の対策を行うこと。

□牧柵の補修

・破損や老朽化した牧柵について、補修等の対策の対策を行うこと。

イ．更新等

□給水施設（栓）の設置

・給水施設（栓）等がないために機能が低下している農地のために、設置することによる対策を

行うこと。

□客土

・沈下により支障が生じている農地に客土の対策を行うこと。

□進入路等の更新

・路面に凹凸があったり、路肩が沈下している進入路等を新たにコンクリート舗装などの対策を

行うこと。

□法面中途に草刈り用の小段設置

・法面が長く法面の管理に支障がある場合は、法面中途に草刈り用の小段設置等の対策を行うこ

と。



施設の長寿命化のための活動の手順Ⅱ

■活動の手順

活動の手順

集落（活動組織）において施設の長寿命化のための活動を行うにあたり、
組織の規約、活動計画を作成し、市町村等との協定の締結を行います。
協定の締結後に、採択申請を行います。

（１）計画

施設の長寿命化のための活動（向上活動支援）は、計画、実施、報告のス
テップから構成されます。集落（活動組織）は、必要な書類を作成し、市町村、島
根県農地・水・環境保全協議会を経由して、国（中国四国農政局）に提出します。

各ステップで必要となる書類やその記載方法等については、該当するページ
をご覧ください。

（２）実施

①交付決定後に全額の概算払い請求書を提出し、当該年度に必要とな
る交付金の交付を受けます。

②施設の長寿命化のための活動を実施します。「自主施工」により集落
（活動組織）自らが行う方法と、「外部発注」により専門業者が行う方法
が選択できます。
（自主施工については17～19ページ、外部発注については20～21ペー
ジをご覧ください。）

③日々の活動について、作業の内容や金銭の収支等について記録しま
す。
（活動の記録については22～24ページをご覧ください）

（３）報告

①当該年度の活動記録をとりまとめ、実績報告書を作成します。
②実績報告書を市町村に提出し、市町村による実施状況の確認を受け
ます。市町村は、島根県農地・水・環境保全協議会を通じて、確認結
果を国（中国四国農政局）へ報告します。

③国（中国四国農政局）から、交付金額の確定が通知されるとともに、交
付済みの交付金との差額が精算されます（余りがある場合には、返還
手続きを行います）。
（活動の報告については25～26ページをご覧ください）
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・活動組織は、全ての書類を市町村が定める期日までに市町村へ提
出してください。市町村がとりまとめ、島根県農地・水・環境保全協議
会へ送付します。 また、国や島根県農地・水・環境保全協議会から
活動組織への文書は、市町村を経由して送付されます。



精算
（国）

精算
（協）

交付金
（協）

（１）計画作成～採択申請
・活動計画の作成、組織規
約の見直しや作成、市町
村・施設管理者との協定締
結後、これらを添付した採
択申請を提出。

（１）採択～交付金申請
・採択通知を受けたのち、
当該年度に必要となる費用
について、交付申請。
概算払いは、交付決定後
に全額請求。

（２）施設の補修・更新の
実施
・自主施工や外部発注によ
り施設の補修・更新を実施。

（３）活動の記録
・活動（施工）の実施に際
して、活動状況（状況写真、
活動時間）及び活動費用を
記録。

①計画

②実施

①組織の規約
（Ｐ8）

②活動計画
（Ｐ9～12）

③協定書
（Ｐ13）

④採択申請書
（Ｐ14～15）

⑤交付申請書
（Ｐ16）

⑥概算払請求
書（Ｐ16）

⑦活動記録
（Ｐ22）

⑧金銭出納簿
（Ｐ23）

⑨財産管理
台帳（Ｐ23）

集落（活動組織）

作成書類
（詳細は赤字の
ページを参照して
下さい）

※施設管理者等から要請がある場合は、施設の管理
者等による施工後の検査を実施

《採択申請》
・6月30日まで
・H23年度は状況
により各月単位
で10月31日まで

《交付申請》
・採択年度：
採択決定から20
日以内
・翌年度以降：
5月31日まで

交付金
（国）

採択申請

採択通知

【書類の提出期
限】

概算払請求

（国）（協）

交付申請
（国）（協）

交付決定
（国）（協）

交付申請
（国）

交付決定
（国）

概算払請求

（国）

採択申請

採択通知

【書類の提出期
限】

《採択申請》
・6月15日まで
・H23年度は状況
により各月単位
で10月15日まで

《交付申請》
・採択年度：
採択決定から10
日以内
・翌年度以降：
5月15日まで

■活動の手順

採択申請

採択通知

交付申請
（国）（協）

交付決定
（国）（協）

概算払請求

（国）（協）

【活動組織から
書類をとりまとめ、
協議会へ送付す
る。
協議会からの
書類を活動組織
へ送付する。】
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【各書類の提出
期限】

市町村が定める
期日までに提出

（１）遂行状況報告書の
取りまとめ
・12月31日までの金銭出
納簿等を遂行状況報告書
に取りまとめ、交付金合
計が200万円以上の集落は
国へ、200万円未満の集落
は協議会へ報告。

③報告

⑩遂行状況報告
書（Ｐ25）

《遂行状況報告》
・毎年度1月31日
まで

遂行報告
（国）（協）

遂行報告
（国）

《遂行状況報告》
・毎年度1月20日
まで

遂行報告
（国）（協）

市町村が定める
期日までに提出

【活動組織から
書類をとりまと
め、協議会へ送
付する。
協議会からの
書類を活動組織
へ送付する。】

市町村
島根県農地・
水・環境保全協

議会

国
（中国四国農政局）

（２）実績報告の提出
・金銭出納簿等を取りま
とめて実績報告書を作成
し、市町村へ提出。市町
村による実施状況の確認
を受ける 。

⑪実績報告書
（Ｐ25）

確定通知
（国）（協）

《実績報告》
・翌年度の5月31
日まで

実績報告
（国）（協）

実績報告
（国）

《実績報告》
・翌年度の4月30
日まで

確定通知
（国）

実績報告
（国）（協）

確定通知
（国）（協）

【実施状況
の確認】

⑫精算
（Ｐ26）

（３）交付金の精算
・交付金額の確定通知を
受領。年度末に残金が生
じれば交付金の返還。

《精算》
・残金があれば：
翌年度の5月10
日まで

《精算》
・残金があれば：
額の確定通知日
から20日以内に



計画の作成Ⅲ

１．規約の作成（様式は56～60ページ参照）

（１）集落（活動組織）における規約の作成について

それぞれの集落(活動組織)において、活動の目的、構成員、合議方法など
組織の運営の基本となる事柄を確認するため、集落（活動組織）の規約を定
めます。現在、農地・水・環境保全向上対策に取り組む活動組織は、現行の
規約を改定してください。それ以外の集落は新しく規約を作成してください。規
約は市町村等との協定の締結にも必要になります。

（２）規約の内容について

■規約の作成

規約に盛り込んでいただく必要のある事項

①構成員及
び役員

活動組織の構成員を明らかにします。活動組織は、農業者のほか１以上
の団体又は個人の非農業者で構成します。また、代表や会計、監査役な
どの役員の構成を明らかにします。

②合議方法
総会による活動組織内の合意・決定方法について、多数決など合理的な
方法により明らかにします。決定事項の周知についても明らかにします。

③事務、会計、
内部監査実
施の方法

交付金の適切な執行のため、会計の方法、交付金の管理、出納簿の記
帳、活動計画・決算の作成、内部監査の実施及び方法などを明らかにし
ます。

④その他運
営に関して必
要な事項

規約の変更や細則について規定します。

規約の内容については、56～60ページの共同活動、中山間地域等直接支
払制度に取り組んでいる集落（活動組織）の規約例を参考に、それぞれの集
落（活動組織）において決定して下さい。なお、下表に掲げる項目については、
明確に記載するようにしてください。

総会における議決について

活動計画、収支決算等の議決については、まず、直接関係する集落の構
成員の間で合意形成を図った上で、活動組織全体で決定してください。例え
ば構成員が数集落の場合は、次の方法があります。

① 総会における全体議決に先立ち、各集落において、１
人１票による議決

② 各集落・団体の代表でそれぞれ１票による議決

A集落

水土里
ネット

NPO

B集落 自治会
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２．活動計画の作成（様式は61～65ページ参照）

（２）活動計画に記載する事項

集落（活動組織）において、向上活動支援交付金による施設の長寿命化
のための活動について計画を作ります。

（３）活動計画の作成手順

①対象区域の設定

④対象面積の算定

交付金の単価（国と県、市町村の合計）

田 畑 草地

都府県 4,400円/10a 2,000円/10a 400円/10a

北海道 3,400円/10a 600円/10a 400円/10a

活動計画には、活動の目的、対象区域、対象施設、対象活動、活動期間を
定めます。

■活動計画の作成

対象区域は、現行の農地・水・環境保全向上対策に取り組む活動組織の
区域の全域または一部、又は中山間地域等直接支払の集落協定による共
同活動に取り組む集落の区域とします。

現行対策と対象区域を変更しない場合は同じ面積を、また、新たに対象
区域を設定する場合は、対象区域内の農振農用地面積を算定します。（農
用地面積の詳細については、市町村に確認してください）

「対象施設・対象活動に関する指針」から対象活動を選択し、数量をとり
まとめます。（対象活動については、5ページをご覧ください）

・交付金額は、左記の単価に交付対象農用地面
積を乗じて算出します。

・畑は、普通畑及び樹園地。

・草地は、牧草地及び採草放牧地。

⑤交付金額の算定
対象面積に地目毎の交付金の単価を乗じて、交付金額を算出します。（交
付金の単価は下表のとおりです）

③対象活動の検討

共同活動支援による施設の点検・機能診断の結果等を参考に集落（活
動組織）が管理する農地周りの水路、農道等の施設のうち、本交付金を活
用して補修又は更新等を行う必要がある施設を選定します。
（対象施設については、5ページをご覧ください）

②対象施設の検討

（１）活動計画の作成について
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⑧集落（活動組織）の役割等の記載

年当たり交付金額に活動期間を乗じて国負担分の交付金額を算出しま
す。県、市町村分についても同様に算出します。

当該地区の活動計画に基づく活動を実施する上で、集落（活動組織）の
構成員が担う役割等について、地区の状況に応じて記載します。

⑦国と県、市町村からの交付金額の算出

■活動計画の作成

⑥活動期間の検討
対象活動の実施に係る活動期間を設定します。活動期間は５年間を原

則としますが、対象区域内の施設の補修又は更新等が達成可能であれば、
３年間までの短縮した計画とすることもできます。
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①対象区域の設定

活動計画策定フロー

②対象施設の検討

③対象活動の検討

④対象面積の算定

⑤交付金額の算定

⑥活動期間の検討

⑦国と県、市町村
からの交付金額の
算出

⑧集落（活動組織）
の役割等の記載

当該区域において補修又
は更新等を行う必要があ
る施設を選定

農振農用地面積から単年
度の交付金額を算出

③～⑥を調整して、
・対象活動の内容
・対象活動の数量
・対象活動の実施年度
・活動期間 を決めます。

補修又は更新等の具体的
内容の検討

補修又は更新等を行う期
間の検討

決定した活動期間により
交付金額の総額を算出



■活動計画の作成

（参考）対象活動の実施に係る費用の算出

工事費は、専門業者からの見積徴収等により計上します。
（12ページの参考単価を参照ください）
なお、地域における積算基準等もありますので、市町村、土地改良区等

へお問い合わせください。

①工事費の算出

※費用の算出にあたっては、市町村、土地改良区等へご相談下さい。

②調査・設計費の算出

調査・設計費については、工事費の一定割合を計上することや、大規模な
工事については、専門業者への見積徴収により計上する方法があります。
専門業者の見積が必要な内容かどうか、市町村、土地改良区等に確認し

てください。
なお、地域における積算基準等もありますので、市町村、土地改良区等

へお問い合わせください。

③事務費の算出

活動のための諸経費や事務に必要な経費を事務費として計上します。
・自主施工により活動を行う際の保険料
・プリンタ用紙やインク等の消耗品費
・工事発注資料の作成に係る委託費 等

④活動費用の算出
上記の①～③を合計して対象活動の実施に係る費用を算出します。

参考 保険料の目安

A社（農地・水・環境保全向上対策の共同活動を対象。活動日数１日、１名につき）
イベント傷害保険 21円
イベント賠償責任保険 12円
B社（傷害事故、賠償責任事故を対象。年間、１名につき）
傷害保険（賠償責任含む） 15,080円
保険料は商品や加入・給付条件により異なりますので、個別に確認願います。

対象活動の内容や実施年度の検討にあたり、対象活動の実施に係る費用を
算出する際の参考としてください。

活動に係る費用の内訳
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費用の内訳 内容

工事費 施設の補修・更新等を行うための工事に係る費用

調査・設計費 施設の補修・更新等を行うための調査・設計等に係る費用

事務費
・保険料
・活動の実施に係る消耗品費
・工事発注資料の作成に係る委託費 等

原則として、交付決定通知日以降の活動が、当該年度の交付金の
支払いの対象となりますので、ご留意ください。



（参考）工事単価の算出の例

工事費を算出した事例を示します。現場条件、地域や発注時期により工事費
は大きく異なりますので、下表の値はあくまでも目安としてください。

水路規格 ＵＦ２００ ＵＦ３００
排水溝
200 200

排水溝
300 300

排水溝
400 400

請負工事費（円/ｍ）※2

直接工事費（円/ｍ）※1

うち労務費（円/ｍ）

うち製品単価（円／
m）

1,300 1,500 1,600 2,300 3,700

◆素掘り水路からコンクリート水路への更新 （１ｍ当たり）
注．既存の水路に施工が出来ますが、新設する路線の水路は出来ません。

◆農道を舗装に更新 （１㎡当たり） 注．農道に施工が出来ますが、市町村道は施工が出来ません。

水路工 標準断面図

舗装工 標準断面図

床掘
埋戻し

床掘
埋戻し

300

床均し

水路布設

※注1 ・実際の施工費は、製品単価に床堀、床均し、製品据付け手間、埋め戻し、水替費等が掛かります。
2 ・外部発注する場合は、直接工事費の20～60%が別途諸経費として掛かります。

※注1 ・実際の施工費は、資材単価に不陸整生、敷均し、舗設、転圧費等が掛かります。
2 ・外部発注する場合は、直接工事費の20～60%が別途諸経費として掛かります。

舗装種類
コンクリー
ト舗装

コンクリー
ト舗装

コンクリー
ト舗装

アスファ
ルト舗装

アスファ
ルト舗装

アスファ
ルト舗装

表層厚（cm） 7 10 10 3 4 4

路盤厚（cm） 5 5 10 5 5 10

請負工事費（円/㎡）※2

直接工事費（円/㎡）※1

うち労務費（円/㎡）

うち表層資材単価（円/㎡） 1,200
(小型車)

1,800 
(小型車)

1,600 900 1,200 1,200

うち路盤資材単価（円/㎡） 150 150 300 150 150 300

■活動計画の作成

表層工 コンクリート舗装 t=7,10cm（人力舗設）
アスファルト舗装 t=3,4cm（機械舗設）

（不陸整正）

路盤 t=5～10cm
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３．協定の締結（様式は66～67ページ参照）

（１）市町村等との協定の締結について

（２）協定の内容について

■協定の締結

協定の内容は、市町村や施設の管理者とよく相談した上で決めてください。
なお、①活動の対象となる施設、②協定期間、③活動を行った後の工作物の
帰属、については明確に記載してください。
66～67ページに、共同活動支援に取り組んでいる集落（活動組織）が、現

行の協定を改定して締結する際の例と中山間地域等直接支払制度に取り組
んでいる集落が協定を締結する例を示しますので参考にしてください。

協定の位置付け

集落（活動組織）市町村

規約の作成

活動計画の作成

活動の実施

実施状況等の報告

助言、指導

実施状況の確認等
協 定

市町村等が管理する水路、農道等について、集落（活動組織）が補修・更新

等の長寿命化対策を行うことや、施工後の工作物の帰属や管理責任をあら

かじめ明確にするため、集落（活動組織）と市町村等の間で協定を締結します。

既に、平成22年度までに、農地・水・環境保全向上対策の共同活動に取り

組んでいる集落（活動組織）については、市町村と締結している協定を改定し、

向上活動支援に取り組みます。それ以外の集落は新たに協定を締結します。

なお、市町村や集落以外（例えば、土地改良区等）が管理する施設を活動

の対象とするときは、施設の管理者を加えた三者で協定を締結します。

土地改良区等の管理する

施設を対象とする場合

施設の管理者

施工や財産管理

についての合意等
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４．採択申請（様式は68ページ参照）

■採択申請

向上活動支援交付金による施設の長寿命化のための活動を実施しようと
する場合には、その初年度に採択申請書を提出する必要があります。

採択申請書には、次の書類を添付します。
1）組織の規約（8ページ参照）
2）向上活動支援交付金に係る活動計画（9～12ページ参照）
3）農地・水保全管理支払交付金の実施に関する協定書（13ページ参照）
4）交付金の振込先

集落（活動組織）は、市町村、島根県農地・水・環境保全協議会を経由し
て、中国四国農政局長あての採択申請書を提出します。

1414

採択内容の変更手続きについて

１．採択内容の変更承認申請

組織の規約、活動計画又は協定に以下の①～⑤の変更が生じる場合には、採択内
容の変更承認申請を行います。
①対象施設の変更
②対象区域の変更
③活動期間の変更
④事業実施主体の変更
⑤事業の中止又は廃止

集落（活動組織）は、採択内容の変更承認申請書（様式81ページ参照）に変更が
あった組織の規約、活動計画又は協定書を添付して、市町村、島根県農地・水・環境
保全協議会を経由して、中国四国農政局長に提出します。

中国四国農政局長は、変更内容を適当と認めた場合に、島根県農地・水・環境保全
協議会、市町村を経由して、集落（活動組織）にその旨を通知します。集落（活動組織）
は、中国四国農政局長からの通知を受けた後に、変更内容の取組を実施することが
可能となります。

ただし、交付金額の変更を伴う場合は、交付金変更承認申請書（様式82ページ参
照）を市町村、島根県農地・水・環境保全協議会を経由して中国四国農政局長に提出
し、承認された後に、変更内容の取組を実施することが可能となります。

２．採択内容の変更の届出

上記の①～⑤以外の変更が生じる場合には、当該年度の実績報告書若しくは翌年
度の交付申請書のいずれか早い提出期日に、変更があった組織の規約、活動計画
又は協定書を添付して提出します（実績報告書は25ぺージ、交付申請書は16ページ
をご覧ください）。

・活動組織は、採択申請の書類を市町村が定める期日までに市町村へ提出してくだ
さい。市町村がとりまとめ、島根県農地・水・環境保全協議会へ送付します。



国
（
中
国
四
国
農
政
局
）

■採択申請
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集落（活動組織）

採択内容の変更フロー

採択内容の変更承認申請書の提出
変更した規約、活動計画、協定書を
添付して申請

市
町
村

通知

変更内容の取組
の実施

交付金変更承認
申請書の提出

申請

通知

通知 通知変更内容の取組
の実施

１．採択内容の変更承認申請
以下の①～⑤の変更が生じる場合、採択内容の変更承認申請が必要
①対象施設の変更、②対象区域の変更、③活動期間の変更、
④事業実施主体の変更、⑤事業の中止又は廃止

２．採択内容の変更の届出
上記の①～⑤以外の変更が生じる場合、採択内容の変更の届出が必要

国
(中国四国
農政局)

集落（活動組織）

島根県農地
・水・環境
保全協議会

変更内容の取組の実施

採択内容の変更の届出
・当該年度の実績報告書
・翌年度の交付申請書
いずれか早い提出期日の書類に以下を
添付
変更後の規約、活動計画、協定書

提出 提出

申請

《交付金額に変更
が生じない場合》

《交付金額に変更
が生じる場合》

・活動組織は、採択変更申請の書類を市町村が定める期日までに市町村へ提出し
てください。市町村がとりまとめ、島根県農地・水・環境保全協議会へ送付します。
また、国や島根県農地・水・環境保全協議会から活動組織への文書は、市町村を経
由して送付されます。

島
根
県
農
地
・
水
・
環
境
保
全
協
議
会

申請

申請

通知

通知

提出

市
町
村

申請

申請



活動の実施Ⅳ

（２）概算払請求（様式は72ページ参照）

■申請書類の提出

①概算払請求書の提出

交付決定通知が届いた後に、交付決定された金額で概算払請求書を提
出します。
概算払請求書は、市町村を通じて島根県農地・水・環境保全協議会に提

出しますが、国と地方分の交付金について、それぞれ請求する宛先が異な
りますので、ご留意ください。

②交付金の概算払い

中国四国農政局長及び島根県農地・水・環境保全協議会長は、請求書の
内容について、必要な審査及び支払の手続きを行った後に、集落（活動組
織）が指定した金融機関の口座に交付金を振り込みます。
なお、詳細な請求方法や支払時期等については、８３ページの問い合わ

せ先にご確認ください。

（１）交付申請（様式は71ページ参照）

採択通知が届いた後、毎年度、当該年度の活動に必要な交付金の交付
申請について、中国四国農政局長あての申請書と島根県農地・水・環境保
全協議会長あての申請書を市町村を通じて島根県農地・水・環境保全協議
会に提出します。
交付申請書には、申請額、事業完了予定日を記載します。
なお、採択申請時等に提出した規約、協定、活動計画又は交付金の振込

先に変更があった場合、変更があった書類を添付して提出します。提出先は
８３ページの問い合わせ先にご確認ください。

①交付申請書の提出

②交付決定の通知
中国四国農政局長と島根県農地・水・環境保全協議会長が、交付申請書

の内容について、必要な審査を行った後に、島根県農地・水・環境保全協議
会長から交付金の交付決定通知を市町村を通じて集落（活動組織）に送付
します。
原則として、交付決定通知日以降の活動が、当該年度の交付金の支払い

の対象となりますので、ご留意ください。

１．交付金の申請
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・活動組織は、交付申請、概算払い請求の書類を市町村が定める期
日までに市町村へ提出してください。市町村がとりまとめ、島根県農
地・水・環境保全協議会へ送付します。 また、国や島根県農地・水・
環境保全協議会から活動組織への文書は、市町村を経由して送付さ
れます。



２．施設の補修・更新等の実施

■活動の実施(自主施工）

施設の長寿命化のための活動のうち、施設の簡易な補修・更新等につい
ては、集落（活動組織）が自ら工事を行う自主施工により実施することができ
ます。
補修・更新等の内容によっては、専門業者による工事が必要となる場合

があります。自主施工によることが可能かどうか、事前に市町村、土地改良
区等へ相談してください。また、設計や施工に関する基準については、対象
とする施設の管理者に事前に確認してください。

（１）自主施工による活動

２－１．自主施工の場合
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（２）集落（活動組織）が管理・確認する事項

自主施工では、資材・重機の手配や人員の配置、資材等の品質確認や出
来形の管理、安全の配慮など工事全般について、集落（活動組織）が直接、
管理・確認していく必要があります。

管理・確認する事項 管理・確認方法

資材等の品質
資材納入時に、カタログ等の資料や試験成績
表、材料納品書を併せて受領して確認。

工事の出来形※
対象施設の機能に着目した管理を行う。
（１９ページをご覧ください）

安全の配慮
活動時の安全に配慮するとともに、自主施工
参加者の傷害保険等への加入。

これらの管理・確認を円滑に行うため、必要に応じて土地改良区等に委託
することも可能です。

※出来形：工事が完了した部分のこと

自主施工時の保険加入について

自主施工を行う際に加入する保険については、被保険者の障害に適用する「普通傷害保
険」を基本契約として、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊した場合の「賠償責任保険」を
特約とする場合が基本となります。
民間保険会社等で各種保険を取扱いしていますが、適用にあたっては、加入条件及び給付
条件を十分に確認してください。

（１１ページ参照）



■活動の実施(自主施工）
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・厳密な測量を伴う工事

測量、施工の精度が、施設の機能に影響を与える場合（水路勾配が緩く、厳密な
水路高さの管理が必要な場合など）

・専門的な技術が要求される工事
特殊な品質管理が必要となる場合（アスファルト合材の温度管理等）

・施工量が多い工事
工事期間内に完了させるために専門技術者による効率的な施工が必要な場合

・危険を伴う工事や施設の管理者の許可が必要な工事
交通量の多い道路に隣接した箇所での施工
鉄道に隣接した箇所での施工
掘削断面確保のために土留め工などの仮設が必要な施工 等

※現場条件や施工内容により異なります。自主施工の検討にあたっては、市町村、土地改良区
等と相談してください。

自主施工による実施が困難な例



■活動の実施(自主施工）

（４）工事の出来形について

自主施工における出来形管理については、各施設の機能に着目した管理
を行います。出来形管理の例を以下に示します。
出来形の管理を行う際の基準については、対象とする施設の管理者に事

前に確認して、必要な基準を適用してください。

（５）工事終了後の確認（検査）について
工事が目的どおりに実施されたか現場を確認します。
なお、市町村等集落（活動組織）以外の者が所有する施設について施工を

行う場合等、施設の管理者が検査方法を定める場合は、その方法に従ってく
ださい。

自主施工における出来形管理の例
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写真撮影例：下層路盤

・掘削
掘削幅、深さに不足や掘り過ぎが生じない。

・基礎材、舗装材
幅や厚さが設計値を下回らない。
（完成後に見えなくなる箇所は寸法が分かる写真を
撮っておく）
構造物の安定化や車両の走行性を確保するため、
平滑な仕上げを心がける。

・コンクリート水路の布設
逆勾配とならないこと。中弛みを生じないこと。
漏水が生じないように目地処理を確実に行うこと。

※現場条件や施工内容により異なります。市町村等集落以外の者が所有する施設につい
て施工を行う場合には、出来形管理方法について、事前に施設の管理者と相談してくださ
い。

（３）工事の実施

対象活動毎に施工内容や配慮事項等を別冊に整理しています。資料につ
いては、以下のＵＲＬで公表していますので参照してください。

http://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/nouti_mizu/index.html

工事の実施に先立ち、以下を参考に工事に関する段取りを決めます。
ア．工事の作業手順や日程
イ．現場における作業分担
ウ．機械、資材の調達方法、使用計画
エ．施工方法、仮設計画

オ．廃材等の処分方法 など
工事に係る日数や資機材の調達先等については、市町村、土地改良区等

に相談してください。



２－２．外部発注する場合

■活動の実施(外部発注）

厳密な測量や専門的な技術が求められる工事の場合は、専門業者に外部
発注することができます。
（自主施工が困難な例（18ページ）をご覧ください。）
また、大規模な工事で、工事前に測量・設計等が必要な場合には、これら

の作業についても、専門業者に発注することができます。設計や施工に関す
る基準については、対象とする施設の管理者に事前に確認してください。

（１）外部発注について

（２）外部発注の方法
外部発注は
ケース１：業者から施工方法の提案を受けて工事発注する場合
ケース２：実施主体が仕様を定めて工事発注する場合
があります。
（それぞれの方法ごとの流れを2１ページに示します。）

（３）外部発注における契約の方法
交付金の適正な執行の観点から、複数社の見積の結果により、最低価格

を提出した業者を採用するなど契約相手先を選定します。
契約方法等の詳細については、市町村等に相談してください。

施工図面に基づき工事を実施する場合には、適正に施工が行われるよう、
定められた基準に基づき施工業者が施工管理を実施します。
施工管理の基準については、施設を管理している市町村や土地改良区に

確認してください。
また、集落（活動組織）が現地において補修箇所を特定するような工事

（現場合わせの工事）の場合には、補修後に施設の機能が確保されるよう施
工することが必要です。

集落（活動組織）は、工事が目的どおりに実施されたかどうかについて現
地確認等の検査を行います。また、必要に応じて、専門的な知見又は技術
を有している者の指導、助言等を活用して、検査を行うことができます。
なお、市町村等集落（活動組織）以外の者が管理する施設について施工

を行う場合等、施設の管理者が検査方法を定める場合は、その方法に従っ
てください。

（４）工事の施工管理について

（５）完成検査（現場での確認）について
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■活動の実施(外部発注）

外部発注の方法ごとの流れ

（※）現地に土地改良区等を案内し、集落（活動組織）が補修または更新したい
施設について、工事仕様（工期、数量、図面）の作成を土地改良区等に委託。

集落（活動組織）

施 工 業 者

⑥
契
約
の
締
結

④
見
積
提
出
（
提
案
含
み
）

①現地確認

③見積作成

⑨
工
事
の
引
き
渡
し

①現地確認

⑤見積書の確認

②
見
積
依
頼

土地改良区等

市町村
契約等に関する指導

⑧
完
成
検
査

（
現
場
で
の
確
認
）

⑦工事実施（施工管理含む）

⑧
契
約
の
締
結

⑥
見
積
提
出

①現地確認

⑨工事実施（施工管理含む）

⑪
工
事
の
引
き
渡
し

⑤見積作成（現地確認）

⑦見積書の確認

④
見
積
依
頼

契約等に関する指導

①現地確認

⑩
完
成
検
査

（
現
場
で
の
確
認
）

事前に作成

市町村 集落（活動組織）

土地改良区等 施 工 業 者

ケース２：実施主体が仕様を定めて（※）工事発注する場合

ケース１：業者から施工方法の提案を受けて工事発注する場合

○現地に見積業者を案内し、どの部分をどのように補修あるいは更新したい
のか説明を行い、見積徴収。この際、施工方法の提案も受け付ける旨を説明。

○集落（活動組織）は土地改良区等への委託等により事前に作成した工事仕
様に基づき業者から見積徴収し、工事発注。
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３．活動の記録
（１）活動の記録のための書類

日々の活動の記録を残し、報告書類の作成を適切に行うため、作業日報、
活動記録、金銭出納簿を作成してください。

（２）作業日報 （様式は73ページ参照）

①作業日報について

■活動の記録

活動の実施及びそのための準備やその後の整理・とりまとめなど、向
上活動支援に係る何らかの活動を行った日は、作業日報を記入してくだ
さい。

• 「活動内容」の活動項目については、「調査計画」などから当てはま
るものを選んでチェックしてください。
（活動項目別の作業の例を下表に示します。）

• 活動の内容が分かる写真を添付してください。発注事務や事務処理
など、写真を添付できないものについては写真がなくても構いません。

• 活動に参加した人の「参加者名簿」を作成してください。

②作業日報の作成に当たって

活動項目の例

活動項目 作業の例

「調査計画」 施工を行う予定箇所の現地調査・確認など

「設計作業」
図面の作成、図面や工事の仕方についての土地改
良区等との打ち合わせなど

「発注事務」
自主施工する場合の資材・機材の手配、外部発注す
る際の見積徴収や契約書作成に係る事務など

「施工」
自主施工の際の現場での作業、外部発注する際の
施工中の確認など

「事務処理」
施工後の支払、作業日報、活動記録及び金銭出納
簿の整理、総会のための準備など

（３）活動記録 （様式は74ページ参照）

月に一回程度、作業日報をとりまとめ、活動記録の一覧表を作成します。
その際、活動実施日時、活動参加人数、活動内容が作業日報と整合するよ
うご注意ください。
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■活動の記録

（４）金銭出納簿（様式は75ページ参照）

①金銭出納簿について

金銭出納簿は、現在の農地・水・環境保全向上対策の共同活動支援と
同様に、毎年度新しいものを用意し、集落（活動組織）の向上活動に係る
全ての出納について記入します。
なお、実績報告の提出日までに金銭出納簿に基づいて内部監査をして
ください。また実績報告書とともに中国四国農政局に提出して頂くので、
適切に作成してください。

・日付には領収書と同じ日付を記載してください。
・日当の支払については、活動の実施日を記載してください。

②金銭出納簿の作成に当たって

なお、金銭出納簿や領収書等支払を証明する書類は、交付金の交付
が完了した日の属する年度の翌年度から５年間保管する必要があります
のでご留意ください。

（５）財産管理台帳（様式は76ページ参照）

①財産の取扱いについて

集落（活動組織）が施設の長寿命化のための活動に取り組む場合、活
動の対象となる施設の管理者と協定を締結します。
向上活動支援交付金を活用して、長寿命化のための更新等を行った施

設（財産）については、事業終了後においても、当該協定書等に基づき、
定められた管理者が適切に管理していく必要があります。

施設の長寿命化のための活動において、更新等を行った施設（対象活
動のメニューが「更新等」のもの）については、財産管理台帳に一覧表を
作成し、保管しておきます。当該施設については、工事の完了後は、原則
として、集落（活動組織）が管理することとしますが、市町村等との協定に
おいて、市町村等に譲渡することとした場合、中国四国農政局長に財産
処分に係る承認申請を提出して頂き、承認を受けた上で、これを行うこと
が可能です。なお、補修を行った施設（対象活動のメニューが「補修」のも
の）は対象となりません。詳しくは、協定を締結した市町村等にご確認くだ
さい。

なお、財産管理台帳には、施設の構造・規格、施工箇所、処分制限期
間を記載します。

②財産管理台帳の整備
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■活動の記録

財産の処分制限期間について

施設の長寿命化のための活動で更新等を行った施設については、国
が当該施設の耐用年数を勘案して定める期間、国の承認を受けないで、
交付金の目的に反した使用等をすることを制限しています。
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施 設 構 造 処分制限期間

水 路 コンクリート造のもの ４０年

農 道
コンクリート舗装 １５年

アスファルト舗装 １０年

水路
ため池

ゲート、ポンプ、バルブ １７年

防護柵（金属造りのもの） １０年

なお、処分制限期間の例は下記のとおりです。記述されている施設以
外の処分制限期間は８３ページの問い合わせ先にご確認ください。



活動の報告Ⅴ

■活動記録の取りまとめ

集落（活動組織）は、活動の途中経過について、遂行状況報告書を作成
し、当該年度の国の交付金の額が100万円以上（国と県、市町村の交付金
合計200万円以上）の集落（活動組織）は、１月31日までに市町村、島根県
農地・水・環境保全協議会を経由して中国四国農政局に提出します。当該
年度の国の交付金の額が100万円未満（国と県、市町村の交付金合計200
万円未満）の集落（活動組織）は、市町村を通じて島根県農地・水・環境保
全協議会に提出します。
遂行状況報告書には、金銭出納簿等を集計して、12月31日までに支出し

た交付金の額を記載します。
提出先は８３ページの問い合わせ先にご確認ください。

１．遂行状況報告書の取りまとめ（様式は78ページ参照）

当該年度の活動終了後に活動の実績を実績報告書により市町村へ報
告します（提出期日はP7参照） 。実績報告書は、日々記録した作業日報、
活動記録及び金銭出納簿を集計して作成します。市町村は実績報告書の
書類の審査と必要に応じて現地確認にて、実施状況の確認を行い、実施
状況報告書に取りまとめ、島根県農地・水・環境保全協議会経由で中国四
国農政局長宛てに提出します。
実績報告書は、島根県農地・水・環境保全協議会長あての報告書と中

国四国農政局長あての報告書を提出します。
また、実績報告書の提出の際には、次の書類を添付します。
ア． 活動記録（様式は74ページ参照）
イ． 作業日報（様式は73ページ参照）
ウ． 金銭出納簿（様式は75ページ参照）
提出先は８３ページの問い合わせ先にご確認ください。

（１）実績報告書の提出

２．実績報告書の提出（様式は79ページ参照）
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集落（活動組織）

実績報告のフロー

市町村

提
出

実施状況の確認
・書類の審査
・必要に応じて現地確認

実施状況の報告
実績報告書に活動記録、作業
日報、金銭出納簿を添付

島根県農地
・水・環境
保全協議会

国
(中国四国
農政局)

報
告

提
出

・活動組織は、遂行状況報告の書類を市町村が定める期日までに市町村へ提出し
てください。市町村がとりまとめ、島根県農地・水・環境保全協議会へ送付します。



■活動記録の取りまとめ
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（３）交付金の精算（地方分の交付金について）

島根県農地・水・環境保全協議会は、実績報告書の内容について、必要
な審査を行った後、交付金の額の確定を行い、交付金の残金があれば交
付金の返還を請求します。
交付金の額を確定した際に、既にその額を超える交付金が交付されてい

た場合、島根県農地・水・環境保全協議会長から額の確定通知と交付金の
返還請求を送付します。
この場合、5月10日までに、最寄の金融機関等にて、交付金の返還手続

きを行わなければなりません。

（２）交付金の精算（国の交付金について）

中国四国農政局及び島根県農地・水・環境保全協議会は、実績報告書
の内容について、必要な審査を行った後、交付金の額の確定を行い、交付
金の残金があれば交付金の返還を請求します。
交付金の額を確定した際に、既にその額を超える交付金が交付されてい

た場合、中国四国農政局長から額の確定通知と納入告知書（交付金の返
還請求）を送付します。
この場合、額の確定通知日から20日以内に、納入告知書を最寄の金融

機関等に持参のうえ、交付金の返還手続きを行う必要があります。
期限内に納付されない場合は、未納額に対して、その未納期間に応じて、

年利10.95％の割合で計算した延滞金を徴することとなりますので、ご留意
ください。

・活動組織は、実績報告の書類を市町村が定める期日までに市町村へ提出してくだ
さい。市町村が実施状況の確認を行い、島根県農地・水・環境保全協議会へ送付し
ます。また、国や島根県農地・水・環境保全協議会から活動組織への確定通知書は、
市町村を経由して送付されます。



農地周りの水路・農道等の長寿命化のための支援体制・役割分担

■支援体制

国（中国四国農政局）
制度設計（実施基準、支援要件の策定等）、集落への直接交付 等

島根県
事業実施に関す
る方針策定 等

集落（活動組織）
老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための活動を実施

関係市町村
集落との協定締結、
活動の履行確認等

地域における推進体制

申
請
、
報
告

申
請
、
報
告

交
付
金
交
付
（
国
分
）

協
定
締
結

交
付
金
（地
方
分
）

島根県農地・水・環境保全
協議会

活動の推進・指導、申請書の取りまとめ 等
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